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２高齢者虐待等の防止に向けた基本的視点 

 

２．１高齢者虐待対応の目的 

 

高齢者虐待防止法第１条に示されているとおり、高齢者虐待対応の目的は、高齢者の 

権利利益の擁護に資することを、高齢者虐待の防止とともに、高齢者虐待の早期発見・ 

早期対応の施策を、国及び地方公共団体の公的責任のもとで促進することです。 

 

 

２．２高齢者虐待対応の基本的な視点 

 

１）高齢者の意思の尊重 

 

高齢者虐待対応においても、高齢者の意思を尊重した対応が重要です。特に、虐待を 

受けている高齢者の多くは、自由に意思表示ができる状態にない場合が多いため、安心 

して自由な意思表示ができるための丁寧な意思決定支援が必要です。虐待対応の目標は、 

高齢者を虐待という権利侵害から守り、尊厳を保持しながら安定した生活を送ることが 

できるように支援することであるため、高齢者の生命に関わる場合など緊急性が高い事案 

については高齢者の安全確保を優先します。 

 

２）高齢者の安全確保の優先、権利利益を守る迅速な対応 

 

高齢者虐待に関する通報等の中には、高齢者の生命に関わるような緊急的な事態もある 

と考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想されます。 

 

 入院や措置入院などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くこと 

ができない場合であっても高齢者の安全確保を最優先する必要があります。 

 その場合、養護者に対しては関係者からのアプローチや仲介によって信頼関係を構築す 

ることや支援を行うなど、時間をかけた対応が必要となることもあります。 
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また、高齢者が分離を望んでいなくても、高齢者の生命・身体の保護のために必要が 

あれば、「やむを得ない事由による措置」を行うことを躊躇すべきではありません。この 

場合、高齢者に対し、現在の虐待が生じている客観的状況を丁寧に説明することで、高齢 

者に保護の必要性の理解を促します。判断力が低下している場合においても、高齢者が 

理解できるように促すことが必要です。 

 

３）組織的な対応 

 

 地方公共団体においては、高齢者虐待の事案に対して、担当職員一人の対応及び判断で 

行うことは避け、組織的な対応及び判断を行うことが必要です。 

相談や通報、届出を受けた職員は、地域包括支援センター（養護者による高齢者虐待） 

や介護保険担当（養介護施設従事者等による高齢者虐待）に相談し、相談等の内容、状況 

から緊急性を判断するとともに、高齢者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについ 

て組織的に判断していきます。 

特に高齢者の安全や事実確認のための調査では、担当職員一人への過度な負担を避け、 

また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とします。 

 

４）虐待を未然に防止することから高齢者の生活が安定するまでの継続的な支援 

 

高齢者虐待対応においては、高齢者に対する虐待を未然に防止することから、虐待を 

受けた高齢者が安定した生活を送れるようになるまでの各段階において、高齢者の権利 

擁護を理念とする継続的な支援体制が必要です。 

 

 ５）虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ 

 

高齢者虐待の問題では、虐待を未然に防止することが最も重要な課題です。そのため 

には、家庭内における権利意識の啓発、認知症等に対する正しい理解や介護の知識の周知 

などのほか、介護保険制度等の利用促進などによる養護者の負担軽減策などが有効です。 

また、近隣との付き合いがなく孤立している高齢者がいる世帯などに対し、関係者に 
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よる働きかけを通じてリスクを低減させるなど、高齢者虐待を未然に防ぐための積極的 

な取組が重要となります。 

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況 

等に関する調査」（以下「法に基づく対応状況調査」という。）では、養介護施設従業者 

等における高齢者虐待の主な発生要因が「教育・知識・介護技術等に関する問題」と 

なっており、高齢者虐待防止や認知症ケアに対する理解を高める研修の実施を促すなど、 

管理者と職員が一体となった組織的な取組を推進していくことが重要です。 

 

 ６）虐待の早期発見・早期対応 

 

高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者、家族に対する 

支援を開始することが重要です。民生委員や自治会、町内会等の地域組織との協力連携、 

地域住民への高齢者虐待に関する普及啓発、保健医療福祉関係機関等との連携体制の構築 

などによって、仮に虐待が起きても早期に発見し、対応できる仕組みを整えることが必要 

です。 

 法に基づく対応状況等調査結果からも、養護者による虐待の通報者として多いのが介護 

支援専門員（ケアマネジャー）であること、また、介護保険サービスを利用している場合 

は虐待の深刻度が低い傾向があることから、適切な介護保険サービスの利用を促し、介護 

サービス事業者等と連携していくことも重要です。 

また、自宅や介護施設等から怒鳴り声や泣き声が聞こえる、服が汚れている、お風呂に 

入っている様子がないなどの情報、施設に設置された相談窓口に寄せられた情報等を活用 

した取り組みが、早期発見等につながります。 

 

 ７）高齢者とともに養護者を支援する 

 

市町村は、養護者による高齢者虐待の防止を目的に、養護者に対して、相談、指導及び 

助言を行うとともに、養護者の負担軽減のため、養護者に対して必要な措置を講ずると 

されています（高齢者虐待防止法第６条、第１４条）。虐待の解消と高齢者が安心して 

生活を送るための環境整備に向けて、養護者への支援を適切に行うことが求められます。 
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ア. 高齢者と養護者の利害対立への配慮 

虐待対応においては、同じ職員が高齢者、養護者への支援を行った場合、それぞれの 

利害が対立して、根本的な問題の解決ができなくなる可能性があります。このため、 

高齢者への支援と養護者への支援は、それぞれ別の職員が分担して行う等、チームとして 

対応する必要があります。 

 

イ. 虐待の発生要因と関連する課題への支援 

家庭内における高齢者虐待は、様々な要因によって引き起こされます。養護者が障害 

や疾患、介護負担や生活上の課題を抱えており、それが虐待の要因になっているにも 

かかわらず必要な支援に結びついていないような場合には、それらの要因を一つ一つ 

分析し、養護者に対して適切な支援を行うことで、虐待を解消し、再発防止・未然防止 

することにつながります。 

 

ウ. 養護者支援機関へのつなぎ 

養護者が虐待発生の要因と直接関係しない疾患や障害、生活上の課題を抱えている場合 

や、虐待が解消した後に養護者が引き続きこれらの課題を抱えている場合は、適切な機関 

につなぎ、支援が開始されるよう働きかけを行うことが重要です。 

養護者支援は、虐待の未然防止、虐待の解消へつながる対応です。在宅で養護者による 

虐待が起きる場合には、虐待している養護者を加害者として捉えてしまいがちですが、 

養護者自身が何らかの支援（介護疲れ、経済的な問題、障害・疾病など）を必要として 

いる場合も少なくありません。また、家族、親族間の関係性、家族親族の状況や経済状況、 

医療的課題、近隣との関係など様々な問題・課題が虐待の背景にあることを理解しておく 

必要があります。 

高齢者虐待の問題を高齢者や養護者のみの問題として捉えるのではなく、家庭全体の 

状況からその家庭が抱えている問題を理解し、高齢者や養護者、家族、親族に対する支援 

を行うことが必要です。 
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８）関係機関の連携・協力によるチーム対応 

 

高齢者虐待の発生には、家庭内での長年の経緯に基づく人間関係や介護疲れ、金銭的 

要因など様々な要因が影響しており、支援にあたっては、高齢者や養護者の生活を支援 

するための様々な制度や知識が必要となります。 

そのため、発生予防から通報等による事実確認、高齢者の生活の安定に向けた支援に 

いたる各段階において、庁内の関係部署と庁外の関係機関・者（医療・介護保険事業者等）

と連携を取りながら高齢者や養護者の生活を支援できる体制を構築し、チームとして 

虐待事案に対応することが必要です。 
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２．３留意事項 

 

その１ 虐待に対する「自覚」は問わない 

 

高齢者や養護者、養介護施設従事者等の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的 

に高齢者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応 

すべきです。 

 

その２ 常に迅速な対応を意識する 

 

高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが 

予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要です。また、虐待は 

夜間や休日も発生するものであるため、地域で夜間や休日においても相談・通報、届出や 

緊急の保護に対応できるようにし、住民等の関係者に周知する必要があります。 

 

その３ 関係機関と連携して援助する 

 

複合的な問題を抱える事例に対しては、市が主体となり、庁内の関係部署との連携及び 

問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠です。「事実確認」、「緊急時の対応」

など、警察、消防、医療機関、金融機関等との連携が必要になることがあります。 

 

その４ 適切に権限を行使する 

 

高齢者虐待防止法では、虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれが 

あると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法第２０条の３に規定 

する老人短期入所施設等に入所させる等、適切に、同法第１０条の４第１項若しくは 

第１１条第１項の規定による措置を講じ、または適切に、同法第３２条の規定により 

審判の請求をすることを規定しています。（高齢者虐待防止法第９条第２項） 
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高齢者の安全を最優先に考え、必要がある場合には、適切に行政権限を行使することが 

必要です。そのためには、組織内での実施ルールの確定、予算措置、実践事例の収集や 

蓄積、研修など、実施を想定した体制を構築することが望まれます。 

 

その５ 記録を残す 

 

虐待対応では、虐待の根拠となる客観的な情報を収集する必要があります。発言内容 

や状態・行動・態度など見聞きした内容をありのまま記録するとともに、確認した日時 

や場所、担当者を明確に記載します。記録者の感情や主観を入れず、事実をそのまま記録 

することが重要です。 

高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りは全て記録に残し、適宜、組織的 

に対応状況を共有する必要があります。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に 

発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施 

を徹底させることが重要です。 

記録を残し、説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において 

欠かすことはできません。 

 

 

 

 


